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秦野市条例第１４号  

 

   秦野市情報公開条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 行政情報の公開（第４条－第１３条） 

第３章 審査及び審議のための機関（第１４条－第１９条） 

第４章 雑則（第２０条－第２９条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、市政に関する市民の知る権利を尊重し、本市の実施機関

が保有する行政情報の公開を請求する権利を明らかにすることにより、市民

に市政を説明する責務が果たされるようにするとともに、市政への市民の参

加を推進し、もって市民の市政への信頼を深め、及び日本国憲法が保障する

地方自治の本旨を増進させることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、市長、消防長、教育委員会、選

挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委

員及び議会をいう。 

２ この条例において「行政情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又

は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記

録をいう。以下同じ。）で、その実施機関の職員が組織的に用いるものとし

て、その実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除

く。 

 (1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発

行されるもの 

 (2) 定例的又は定期的に発行する事業報告、統計資料その他これらに類する

もの 

 (3) 図書館、博物館等において、市民が利用できるようにすることを目的と
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して収集し、整理し、又は保存している図書、記録、図画等及び学術研究

用の資料又は文化的若しくは歴史的な資料として特別な管理がされている

もの 

（解釈及び適用の基本原則） 

第３条 この条例の解釈及び適用の基本原則は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) この条例が規定する権利の行使が基本的人権の内容を具体化することを

認識し、行政情報は公開することを原則とし、非公開とする行政情報を必

要な最小限度にとどめること。 

 (2) この条例の規定による行政情報の公開により得られる利益とその非公開

により得られる利益との比較衡量を適正に行い、その過程において、特に

個人の尊厳が侵害されることのないように最大限の配慮をしなければなら

ないこと。 

 (3) この条例の規定により公開される行政情報が公の秩序又は善良な風俗に

反する目的で使用されてはならないこと。 

第２章 行政情報の公開 

（公開を請求する権利） 

第４条 何人（法人その他の団体を含む。）も、実施機関に対してその実施機

関が保有する行政情報の公開の請求（以下「公開請求」という。）をするこ

とができる。 

（公開請求の手続） 

第５条 公開請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した公開請求

書を実施機関に提出しなければならない。 

 (1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人そ

の他の団体にあっては、その代表者の氏名 

 (2) 公開請求をしようとする行政情報を特定するために必要な事項 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 

（行政情報を公開する義務） 

第６条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政情報に次

の各号に掲げる情報（以下「非公開情報」という。）のいずれかが記録され

ている場合を除き、公開請求書を提出したもの（以下「公開請求者」とい

う。）に対し、その行政情報を公開しなければならない。 

 (1) 個人に関する情報（事業を営む個人のその事業に関する情報を除く。）

で、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を
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識別することはできないが、公開することにより、なお個人の著作権その

他の知的財産権を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除

く。 

ア 法令又は条例（以下「法令等」という。）の規定により何人にも、縦

覧、閲覧又は謄本、抄本等の交付が認められている情報 

イ 慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 

ウ 公務員等（国家公務員、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する

情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号）第２条第１項に

規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員、地方公

務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。）の職務の遂行に

関する情報のうち、その公務員等の職及び氏名並びにその職務遂行の内

容に係る部分。ただし、その公務員等の職又は氏名に係る部分を公開す

ることにより、その公務員等の個人の権利利益を不当に害すると認めら

れる場合にあっては、その部分を除く。 

エ 法令等の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに相当す

る行為に際して作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必

要であると認められるもの 

オ 人の生命、健康、名誉、生活又は財産を保護するため、公開すること

が必要であると認められる情報 

カ 本市の事務又は事業に関して開催された会議等に出席した法人その他

の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除

く。以下「法人等」という。）の従業者（その法人等の管理職以上の職

にある者に限る。）のその会議等に関する情報のうち、その法人等の従

業者の職及び氏名に係る部分。ただし、その法人等の従業者の職又は氏

名に係る部分を公開することにより、その法人等の従業者の個人の権利

利益を不当に害すると認められる場合にあっては、その部分を除く。 

 (2) 法人等に関する情報又は事業を営む個人のその事業に関する情報で、公

開することによりその法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、名誉、生活又

は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除

く。 

 (3) 本市の機関内部若しくは機関相互又は本市の機関と国、独立行政法人等、

他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人（以下「国等」という。）と
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の間における審議、検討又は協議に関する情報で、公開することにより率

直な意見の交換若しくは自由な意思決定が不当に損なわれると認められる

もの、不当に市民の間に混乱を生じさせると認められるもの又は特定の者

に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの 

 (4) 本市又は国等が行う事務又は事業に関する情報で、公開することにより

次に掲げる支障を生じると認められるものその他その事務又は事業の性質

上、その事務又は事業の適正な遂行を不当に妨げると認められるもの 

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関して、正確な事実の把握

を困難にするもの又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはそ

の発見を困難にするもの 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関して、本市又は国等の財産上の利

益又は当事者としての地位を不当に害するもの 

ウ 調査研究に係る事務に関して、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻

害するもの 

エ 人事管理に係る事務に関して、公正かつ円滑な人事の確保を不当に阻

害するもの 

オ 本市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等

又は地方独立行政法人に係る事業に関して、その企業経営上の正当な利

益を害するもの 

 (5) 公開しないとの条件で実施機関に提供された情報で、その個人又は法人

等における通例として公開しないこととされているものその他のその条件

を付することがその情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると

認められるもの。ただし、人の生命、健康、名誉、生活又は財産を保護す

るため、公開することが必要であると認められる情報を除く。 

 (6) 法令等の規定その他実施機関が法律上従う義務を有する国又は神奈川県

の機関からの指示により公開することができないとされている情報 

 (7) 公開することにより人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪

の予防その他の公共の安全及び秩序の維持に支障が生じると認められる情

報 

（部分公開の実施） 

第７条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報とそれ以外の情報

とが記録されている場合において、その非公開情報とそれ以外の情報とを容

易に、かつ、その公開請求の趣旨を損なわない程度に合理的に分離すること
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ができるときは、その非公開情報が記録されている部分を除いて、その行政

情報を公開しなければならない。 

２ 公開請求に係る行政情報に前条第１号に該当する情報（特定の個人が識別

され、又は識別され得るものに限る。）が記録されている場合において、そ

の情報のうち、特定の個人が識別され、又は識別され得ることとなる記述等

を除くことにより、公開しても、個人の著作権その他の知的財産権が害され

ると認められないときは、その部分を除いた部分を同号の情報に含まれない

ものとみなして、前項の規定を適用する。 

（裁量的公開の実施） 

第８条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報が記録されている

場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、その行政情報を公

開することができる。 

（行政情報の存否に関する情報の取扱い） 

第９条 公開請求に対し、その公開請求に係る行政情報が存在しているか否か

を答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、そ

の行政情報の存否を明らかにしないで、その公開請求に対する諾否の決定

（以下「諾否決定」という。）を拒否することができる。 

２ 実施機関は、前項の規定により諾否決定を拒否したときは、第１５条に規

定する秦野市情報公開・個人情報保護審査会（以下同条第１項を除き、「審

査会」という。）にその旨を報告しなければならない。 

（公開請求に対する決定等） 

第１０条 実施機関は、公開請求があったときは、その日の翌日から起算して

１５日以内に、諾否決定をしなければならない。 

２ 実施機関は、前項の規定により諾否決定をしたときは、公開請求者に対し

て文書により直ちに通知しなければならない。 

３ 前項の場合において、公開請求に係る行政情報の全部又は一部について非

公開の決定をするとき（前条の規定により公開請求を拒否するとき、及び公

開請求に係る行政情報を実施機関が保有していないときを含む。）は、その

理由を併せて通知しなければならない。この場合において、その行政情報の

公開を拒む理由がなくなる期日又は時期をあらかじめ明示することができる

ときは、その期日又は時期を明らかにしなければならない。 

４ 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由のため第１項に規定する

期間内に諾否決定をすることができないときは、同項に規定する期間を公開
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請求があった日の翌日から起算して６０日以内に限り、延長することができ

る。この場合において、実施機関は、公開請求者に対してその延長の期限及

び理由を付した文書により直ちに通知しなければならない。ただし、実施機

関は、その公開請求に係る行政情報が一つの情報であっても、合理的にその

情報を分割することにより第１項に規定する期間内に諾否決定をすることが

可能となる部分があるときは、その部分について、同項に規定する期間内に

諾否決定をするように努めなければならない。 

５ 実施機関は、公開請求に係る行政情報が著しく大量であるため、公開請求

があった日の翌日から起算して６０日以内にそのすべてについて諾否決定を

することにより事務の遂行に著しい支障が生じると認めるときは、第１項及

び前項の規定にかかわらず、公開請求に係る行政情報のうちの一定の部分に

ついてその期間内に諾否決定をし、残りの部分の行政情報については相当の

期間内に諾否決定をするものとする。この場合において、実施機関は、第１

項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を文書により通

知しなければならない。 

 (1) この項の規定を適用する旨及びその理由 

 (2) 残りの部分の行政情報について諾否決定をする期限 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第１１条 実施機関は、諾否決定をする場合において、公開請求に係る行政情

報に本市以外のもの（以下「第三者」という。）に関する情報が記録されて

いるときは、その第三者に対し、公開請求に係る行政情報の内容を通知して、

意見書を提出する機会を与えることができる。 

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開請求に係る行政

情報を公開する決定（一部を公開する決定を含む。以下「公開決定」とい

う。）に先立ち、その第三者に対し、公開請求に係る行政情報の内容を文書

により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、

その第三者の所在が判明しないときは、この限りでない。 

 (1) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を公開しようとする場合

において、その情報が第６条第１号オ、同条第２号ただし書又は同条第５

号ただし書に規定する情報に該当すると認めるとき。 

 (2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第８条の規定により公

開しようとするとき。 

３ 実施機関は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者
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がその行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書（以下「反対意見書」

という。）を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日

と公開を実施する日との間に少なくとも２週間を置かなければならない。こ

の場合において、実施機関は、公開決定後その反対意見書を提出した第三者

に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を文書によ

り直ちに通知しなければならない。 

（公開の実施） 

第１２条 実施機関は、公開決定をしたときは、公開請求者に対してその保有

する行政情報を遅滞なく公開しなければならない。 

２ 実施機関は、行政情報を公開する場合において、その一部の公開又は管理

若しくは保存のために必要があると認めるときは、その写し又は他の情報と

分離することにより行うことができる。 

３ 行政情報の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付に

より、フィルムについては視聴取又はフィルムをプリントした紙若しくはプ

リンターにより打ち出された文書の閲覧若しくは交付により、電磁的記録に

ついては情報技術の進展状況に応じて実施機関が定める方法により行うもの

とする。 

（費用負担） 

第１３条 行政情報の公開に係る手数料は、無料とする。 

２ 写しの交付を行う場合におけるその写しの作成に要する費用は、公開請求

者の負担とし、その額並びに徴収の方法及び時期は、規則で定める。 

第３章 審査及び審議のための機関 

（不服申立ての取扱い） 

第１４条 諾否決定について、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）

による不服申立てがあった場合において、実施機関は、次の各号のいずれか

に該当する場合を除き、審査会に速やかに諮問し、その議を経て、決定又は

裁決を行わなければならない。 

 (1) 不服申立てを不適法として、却下するとき。 

 (2) 不服申立てに対する決定又は裁決で、諾否決定（公開請求に係る行政情

報の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第４項第２号におい

て同じ。）を取り消し、又は変更し、その不服申立てに係る行政情報の全

部を公開することとするとき。ただし、その諾否決定について反対意見書

が提出されているときを除く。 
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２ 実施機関が前項第２号の規定により審査会に諮問することなく不服申立て

に対する決定又は裁決を行ったときは、その不服申立ての事案の概要を審査

会に報告しなければならない。 

３ 第１項の規定により諮問をした実施機関（以下「諮問実施機関」という。）

は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 

 (1) 不服申立人及び参加人 

 (2) 公開請求者（その者が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 

 (3) その不服申立てに係る諾否決定について反対意見書を提出した第三者

（その第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 

４ 第１１条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決を

する場合について準用する。 

 (1) 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定

又は裁決 

 (2) 不服申立てに係る諾否決定を変更し、その諾否決定に係る行政情報を公

開する旨の決定又は裁決（第三者が反対意見書を提出している場合に限

る。） 

５ 不服申立てに対する決定又は裁決は、その不服申立てがあった日の翌日か

ら起算して１２０日以内に行うものとする。 

（秦野市情報公開・個人情報保護審査会） 

第１５条 市長は、前条第１項及び秦野市個人情報保護条例（平成１７年秦野

市条例第１５号。以下「個人情報保護条例」という。）第３８条第１項に規

定する諮問について審査を行わせるため、秦野市情報公開・個人情報保護審

査会を置く。 

２ 審査会は、前項に規定する審査のほか、この条例及び個人情報保護条例で

定める事項並びに行政情報の公開及び個人情報の保護に関する重要な事項並

びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成２５年法律第２７号）第２７条第１項に規定する評価書に記載され

た同法第２条第９項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項

に係る実施機関からの諮問について、答申し、又は建議する。 

３ 審査会は、市長が委嘱する７名以内の委員により構成する。 

４ 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職

を退いた後も、また、同様とする。 

５ 前各項に掲げるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、
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規則で定める。 

（審査会の調査権限等） 

第１６条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開

請求の対象となった行政情報の提示を求めることができる。この場合におい

て、諮問実施機関は、これを拒むことができない。 

２ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開請求の

対象となった行政情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法

により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するように求める

ことができる。 

３ 前２項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関して、

不服申立人、参加人又は諮問実施機関（以下「不服申立人等」という。）に

対し、意見書、説明書又は資料（以下「意見書等」という。）の提出を求め

ること、適当と認める者に陳述させること、その他必要な調査をすることが

できる。 

（意見書等の提出） 

第１７条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書等を提出することができる。

この場合において、審査会が意見書等を提出すべき相当の期間を定めたとき

は、その期間内にこれを提出しなければならない。 

（意見の陳述） 

第１８条 審査会は、不服申立人等から申出があったときは、その不服申立人

等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、

その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

２ 前項本文の場合において、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、

補佐人を同伴させて出席することができる。 

（審査手続の非公開原則） 

第１９条 審査会が行う第１５条第１項の審査の手続は、非公開とする。ただ

し、不服申立人及び参加人が口頭で行う意見陳述については、その陳述人が

希望し、かつ、審査会が適当と認めるときは、その手続を公開することがで

きる。 

第４章 雑則 

（法令等による公開との調整） 

第２０条 法令等の規定により何人にも縦覧、閲覧又は謄本、抄本等の交付が

認められている行政情報にあっては、その法令等が定める方法（公開の期間
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が定められている場合にあっては、その期間内に限る。）と同一の方法によ

る公開については、第２章の規定は、適用しない。 

（行政情報の適切な作成及び取得） 

第２１条 実施機関は、第１条に規定する市民に市政を説明する責務を果たし、

もって適正に行政目的を達成するため、その所管する事務又は事業に関して、

適切に行政情報を作成し、又は取得するように努めるものとする。 

（情報の積極的な提供） 

第２２条 実施機関は、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が容易に

得られるようにするため、その保有する情報を積極的に提供するように努め

なければならない。 

２ 実施機関は、この条例による公開請求を受けて公開した行政情報又はそれ

と同種の行政情報で、市民に市政を説明する責務を果たすうえで公表するこ

とが望ましいと認められるものについて、その情報を積極的に提供するもの

とする。 

（情報の所在の明確性の確保） 

第２３条 実施機関は、公開請求の対象となる情報の特定を図るため、文書

（図面及び写真を含む。）又は紙及びマイクロフィルム以外の記録媒体につ

いては、秦野市文書等の取扱いに関する規程（昭和４４年秦野市訓令甲第５

号。市長以外の実施機関が定める規程により同規程が適用される場合を含

む。）に定めるファイル基準表及び保存文書台帳又は記録内容整理台帳を、

マイクロフィルムについては、秦野市マイクロフィルム文書の取扱いに関す

る規程（平成２年秦野市訓令甲第３号。市長以外の実施機関が定める規程に

より同規程が適用される場合を含む。）に定めるマイクロフィルム文書台帳

を常に最新のものとして整備しておかなければならない。 

（出資団体の情報公開） 

第２４条 本市が基本財産等を負担する団体のうち、規則で定める基準に従い

市長が指定するもの（以下「出資団体」という。）は、この条例の趣旨にの

っとり、その保有する情報の公開を行うため必要な処置をとるとともに、そ

の管理する文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録の公開について、公

開の申出の手続、公開の申出に係る回答に対して異議の申出があったときの

手続その他必要な事項を定めた規程を整備し、その規程を適正に運用するよ

うに努めなければならない。 

２ 本市は、出資団体の情報の公開が推進されるように必要な支援を行うとと
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もに、前項に定める規程の整備、その規程の適正な運用その他必要な事項の

指導を行わなければならない。 

３ 出資団体は、公開の申出に係る回答に対して異議の申出があったときは、

本市に対し、助言を求めることができる。 

（指定管理者の情報公開） 

第２５条 指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）は、この条例の趣旨に

のっとり、その保有する情報で、自己が管理を行う公の施設に関するものの

公開に努めなければならない。 

２ 実施機関は、前項の公の施設に関する情報で、実施機関が保有していない

ものについて公開請求があったときは、その指定管理者に対し、その情報を

実施機関に提出するように求めなければならない。 

（情報の公開に関する制度の改善） 

第２６条 実施機関は、行政情報の公開手続等の迅速化その他この条例に基づ

く情報の公開に関する制度の公正かつ能率的な運営を図るため、必要な施策

を講じるものとする。 

２ 実施機関は、前項の規定により、情報の公開に関する制度の改善について

の施策を立案し、及び実施するに当たっては、審査会に諮問し、その意見を

聴かなければならない。 

（運用状況の公表） 

第２７条 市長は、少なくとも毎年度１回、この条例の運用状況について市民

に公表するものとする。 

（委任） 

第２８条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が別に定める。 

（罰則） 

第２９条 第１５条第４項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の

懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年１月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 
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（秦野市情報の公開及び開示に関する条例の廃止） 

２ 秦野市情報の公開及び開示に関する条例（平成５年秦野市条例第２１号）

は、廃止する。 

（経過措置） 

３ 施行日前にこの条例による廃止前の秦野市情報の公開及び開示に関する条

例（以下「廃止前の条例」という。）第５条の規定により現に行われた公開

請求は、この条例第５条の規定による公開請求とみなす。 

４ 施行日前に廃止前の条例第２４条第１項に規定する行政不服審査法の規定

に基づいて現に行われた不服申立ては、この条例第１４条第１項に規定する

同法の規定に基づく不服申立てとみなす。 

５ 前２項に規定するもののほか、施行日前に廃止前の条例の規定により行わ

れた処分、手続その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するもの

は、この条例の相当規定によって行われた処分、手続その他の行為とみなす。 

６ 施行日前に廃止前の条例第６条第１項の規定により公開する決定（一部を

公開する決定を含む。）を行い、かつ、公開を実施していない行政情報につ

いて、施行日以後に公開を実施する場合における手数料については、なお従

前の例による。 

７ 廃止前の条例第２５条第１項の規定により置かれた秦野市行政情報・個人

情報審査会は、この条例第１５条第１項の規定により置く審査会とする。こ

の場合において、施行日前に廃止前の条例第２５条第３項の規定により委嘱

された秦野市行政情報・個人情報審査会の委員である者は、施行日にこの条

例第１５条第３項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなす。 

（秦野市長の資産等の公開に関する条例の一部改正） 

８ 秦野市長の資産等の公開に関する条例（平成７年秦野市条例第２４号）の

一部を次のように改正する。 

第５条第３項中「秦野市情報の公開及び開示に関する条例（平成５年秦野

市条例第２１号）」を「秦野市情報公開条例（平成１７年秦野市条例第１４

号）」に改める。 

（秦野市実費弁償に関する条例の一部改正） 

９ 秦野市実費弁償に関する条例（昭和３９年秦野市条例第２９号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第８号中「秦野市情報の公開及び開示に関する条例（平成５年秦野

市条例第２１号）第２６条の規定により秦野市行政情報・個人情報審査会」
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を「秦野市情報公開条例（平成１７年秦野市条例第１４号）第１６条第３項

の規定により秦野市情報公開・個人情報保護審査会」に、「必要と認める者」

を「適当と認める者」に改める。 

（秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

１０ 秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年

秦野市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第１条第２４号中「秦野市行政情報・個人情報審査会」を「秦野市情報公

開・個人情報保護審査会」に改める。 

別表第１中「秦野市行政情報・個人情報審査会」を「秦野市情報公開・個

人情報保護審査会」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

それぞれの各号に定める日から施行する。 

 (1) 第２条の規定 平成２８年１月１日 

 (2) 第３条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）附則第１条第５号に掲げる

規定の施行の日 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に行われている個人情報を取り扱う事務に係る秦野

市個人情報保護条例第７条第２項の規定の適用については、同項中「個人情

報取扱事務を新たに開始しようとするときは、その個人情報取扱事務につい

て」とあるのは、「個人情報取扱事務について、秦野市個人情報保護条例及

び秦野市情報公開条例の一部を改正する条例（平成２７年秦野市条例第２３

号）の施行の日以後、遅滞なく、」とする。 


